


序　　文

日本国政府は、トリニダッド・トバゴ共和国政府からの技術協力の要請に基づき、同国のトリ
ニダッド・トバゴ漁業訓練計画の実施に係る調査を行うことを決定しました。
これを受け国際協力事業団は、平成７年11月25日から12月９日まで国際協力事業団水産業技術

協力課課長粂知文を団長とする実施協議調査団を現地に派遣し、トリニダッド・トバゴ共和国政
府関係者と協議を行うとともに、計画実施予定地の現地調査を実施しました。そして帰国後、国
内作業を経て、調査結果を本報告書にとりまとめました。
この報告書が、本計画の実施の指針となるとともに、この技術協力事業を通じ両国の友好・親

善が一層発展することを期待いたします。
終わりにこの調査にご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表し

ます。

平成８年１月

国際協力事業団
総裁　亀若　誠
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1. 実施協議調査団派遣

1-1. 調査団派遣の経緯

トリニダッド・トバゴ共和国（以降ト国）の経済は、依存していた石油と天然ガスの採掘量
の減少や価格の低下によって逼迫している。経済政策見直しの一環として、農業土地海洋資源
省は、国内需要の半分以上を輸入に頼っている水産物の自給率の向上、及び水産物輸出による
外貨獲得を目的とした積極的な水産開発を展開しているが、同国唯一の水産訓練機関である
CFTDI（カリブ漁業開発訓練所）は指導者の技術及び訓練資機材の不足から、期待されている
沿岸小規模漁業振興のための訓練・研修に対応できない状況にある。かかる背景のもと、ト国
政府からは1994年6月に同施設の機能強化を目的に、漁労、機関、水産加工に係る技術移転の
他、漁業協同組合の運営や資源調査に関する協力を内容とするプロジェクト方式技術協力が要
請された。
我が国はこれに係る事前調査団を1994年 12月に派遣し、協力の方向性について協議、さらに
1995年7月には長期調査員を派遣し、協力内容について調査を行った。
本プロジェクトのト国側実施機関となるCFTDIは、カリブ域の漁業の向上を目的として、
1974年にUNDP / FAOの援助を受けて設立され、現在はカリブ域技術協力ネットワークのコー
ディネーターとしての役割も担うとともに、ト国、OECS（東カリブ諸機構）に加えて
CARICOM（カリブ共同体）をも訓練の対象としていることから、同施設に対する協力は将来
域内協力へと繋がる可能性を有している。

1-1-2. 目的

本件の要請に係る背景、要請内容並びにト国側の実施体制について再確認し、プロジェクト
方式技術協力を実施する際の基本方針及び実施計画案をト国側関係者と協議する。

1-2. 調査団の構成
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1-3. 日程表

1995年11月25日から12月9日までの15日間
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1-4. 主要面談者

農業・土地・海洋資源省 (Minister of  Agriculture, Land and Marine Resources)

Reeza Mohammed  / Minister of  Agriculture, Land and Marine Resources

Winston Rudder   / Permanent Secretary, Ministry of Agriculture, Land and Marine 
Resources

Jennifer Yearwood / Senior Project Analyst, Agriculture Planning Division, Ministry of 
Agriculture, Land and Marine Resources

Carlisle Jordan   / Ag. Director of Fisheries, Ministry of Agriculture, Land and 
MarinResources

首相府 (Office of the Prime Minister)

Kay Rudder      / Ag. Director, Technical Cooperation Unit, Office of the Prime Minister

Lynn Brown     / Administrative Officer, Technical Cooperation Unit, Office of the Prime 
Minister

外務省 (Ministry of Foreign Affairs)

Stephen Kangall  / Ag. Marine and Legal Division, Ministry of Foreign Affairs

カリブ漁業開発訓練所 (Caribbean Fisheries Training Institute)

Ann Marie Jobity / Principal, Caribbean Fisheries Training Institute

Selwyn Brooks  / Vice Principal, Caribbean Fisheries Training Institute

トバゴ島議会 (Tobago House of Assembly)

Gerald Mac Farlane / Secretary for Agriculture, Forestry, Marine Affairs, State Lands 
and the Environment, Tobago House of Assembly

Erol Delano Caesar / Fisheries Officer, Marine Affairs (Fisheries) Section, Agriculture 
Division, Tobago House of Assembly

Terrence Holmes  / Fisheries Officer, Marine Affairs (Fisheries) Section, Agriculture 
Division, Tobago House of Assembly
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FAOラテンアメリカ及びカリブ地域事務所 (Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, Food and Agriculture Organization of the United Nations)

Bisessar Chakalall / Regional Fisheries Officer, Regional Office for Latin America and 
the Caribbean, Food and Agriculture Organization of the United Nations

在トリニダッド・トバゴ日本国大使館

鶴田　剛／特命全権大使
岡野　裕／参事官
関根　文昭／二等書記官
並松　賢一／三等書記官
辻　　輝之／調査員

個別派遣専門家
森　敬四郎／JICA個別派遣専門家（漁業）
木村　秀雄／JICA個別派遣専門家（機関）

2. 要約

トリニダッド・トバゴ共和国（以降ト国）政府は水産物の自給率の向上、及び水産物輸出に
よる外貨獲得を目的とした積極的な水産開発を展開しており、1994年6月に同国唯一の水産訓
練機関であるCFTDI（カリブ漁業開発訓練所）の機能強化を目的としたプロジェクト方式技術
協力を我が国に要請した。CFTDIは他の東カリブ域諸国をも訓練の対象としていることから、
同施設に対する協力は将来域内協力へと繋がる可能性を有している。ト国の要請を受け我が国
は1994年12月に事前調査団を派遣し、協力の方向性について協議、さらに1995年7月には長期
調査員を派遣し、協力内容について調査を行った。
本調査団はこれら調査の結果を踏まえ、本件の要請に係る背景、要請内容並びにト国側の実
施体制について再確認するとともに、プロジェクト方式技術協力として当事業団が実施する際
の実施方針及び実施計画案をト国側関係者と協議した。その結果、プロジェクト方式技術協力
としては、漁労、機関、加工を中心とした協力を行うことでト国側と合意に達し、協議内容を
R/D (Record of Discussions) として取りまとめ12月4日付で署名を取り交わした。

3. 討議議事録の交渉経緯

3-1. 交渉経緯

本件に関する協議は、ト国側交渉相手に農業土地海洋資源省次官 Mr. Winston R. Rudderを代
表に、同省水産局長代理 Mr. Carlisle Jordan を主として、同省計画部 Ms. Jennifer Yearwood、
CFTDI副所長 Mr. Selwin Brooks、首相府技術協力班 Ms. Lynn Brown、外務省海洋法制部副部
長Mr. Stephen Kangall との間で行われた。
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協議は、本調査団が派遣前に個別派遣専門家により非公式に概ね先方の同意を得たドラフト
をもとに進められ、主な問題点及び協議内容は次のとおりである。

（１） カウンターパート
日本側の専門家に対して、ト国側においてカウンターパートを配置するにあたって、
未定の3名について、人件費等の予算要求をしており、人事配置を行う予定である。チ
ームリーダーのカウンターパートにはCFTDIの所長とし、コーディネーターのカウンタ
ーパートにはCFTDIの総務担当または水産局のCFTDI担当とした。

（２） プロジェクトディレクター及びマネージャー
R/D案 の IV-2 に関し、プロジェクトディレクターは原案通り、次官となったが、プ

ロジェクトマネージャーについては、農業土地海洋資源省の組織の中でのCFTDIの運営
の実態と水産局の立場、組織上の地位等から、CFTDI所長とすることが現実に即し、プ
ロジェクトの運営上も好ましいとの判断から、当初案の水産局長をCFTDI所長に変更し
た。

（３） 合同委員会
合同委員会の委員長は原案通り次官としたが、委員については、日本人専門家のカウ
ンターパートは削除したい旨先方より提案があった。当方から、プロジェクト実施の主
体はト国カウンターパートであり、合同委員会ではカウンターパートのレビューが必要
であると説明し、“ as  needed”との但し書きが付いていることで了承された。

（４） 移動、旅費及び住宅費
R/D案の III-6-(4) 移動、旅費については、供与された車は日本人専門家が優先的に使
用し、旅費について、たとえば漁村の移動については、プロジェクトと活動に係るもの
はト国側で、プロジェクトとの関係が曖昧ないものは、ケースバイケースで判断し、ま
た、III-6-(5) 住宅について、住居費用は日本側で出しているが、優良な住宅を探す際に
必要であればト国側に協力を求めるとの説明により、原案通りIII-6-(4)(5) について了承
された。

（５） 表記
R/D案の“ Trinidadian”については、ト国において、国名をトリニダッド・トバゴと
いうようにトバゴ島も重視しており、さらにトバゴ島においても漁業が盛んに営まれて
おり、本プロジェクトの関心も高く、政治的配慮もあって、全ての“Trinidadian” 表記
を“ Trinidad  and  Tobago authorities”に変更することとした。

（６） Director  of  Fisheries表記
R/D案の “Fisheries  Director”の表記については、一般的に使わないことから

“Director  of  Fisheries”に書き換えることとし、双方了解した。

（７） サイナーの表記
ト国において、公式文書の署名者に“ Mr.” は通常付けないとの申し出に対し、当方
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から“Mr. ”を付けないことは、構わないと了承した。

（８） その他
IV-4.の“ Team  Leader  will  provide necessary  recomenndation  and advice to  the  
Project  Director  and  the  Project  Manager  on any  matter” の文に関し、ト国側から、
「全ての日常業務について」とも解釈可能であり、次官の立場上全てに拘る訳にはいか
ないことから、削除したい旨要請があった。
この件については、「プロジェクトマネージャーを通じても解決できないもの、国際
間の問題に発展しそうな問題、あるいはプロジェクト実施上の重要な問題が主であり、
その他については双方の合意に基づいて応じる」とのト国側の解釈に係る文書を当方が
参考として受領し、R/Dの文面は原案のままとすることで合意した。同文書については
次官から調査団長宛の書簡であり、署名の取り交わし等もないことから、当方としても
拒否する理由はないと判断した。

3-2. プロジェクト協力内容

（１） 協力期間：1996年4月1日から5年間
（２） 実施機関：カリブ漁業開発訓練所(CFTDI)
（３） プロジェクト上位目標：

トリニダッド・トバゴ国内および域内諸国において水産業に従事する人材の技術が向上
する。

（４） プロジェクト目標：
CFTDIの技術・研修内容の質が向上し、水産分野の人材育成能力が強化される。

（５） 日本側協力体制
１）長期専門家5名：
リーダー、業務調整、漁業技術、漁船機関、水産加工
短期専門家：年間2～3名（必要に応じ）

２）研修員受入：年間2～3名
３）機材供与：漁業訓練に必要な資機材

（６） トリニダッド・トバゴ側協力体制
１）カウンターパート：6名（各分野2名）
２）土地、建物および施設
専門家執務室、実習場、実習船、機材保管倉庫等

３）運営費
プロジェクト運営に必要な経費（人件費、光熱費、機材および施設の維持管理費）
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4. プロジェクト実施上の留意点

4-1. 実施体制

CFTDIはUNDP/FAOの援助により1974年に設立され、当初はUNDP/FAO等から派遣された
講師によって訓練活動を行ってきた。これらの国際機関の援助が終了した後、1978年から1990
年にかけて、各分野における訓練コースを実施していたが、1990年から1993年まで政治的理由
により訓練が中断された。現時点では、若干のコースを実施しているが、水産加工部門及び沿
岸警備隊による海上安全関係のコースのみで、他の分野ではインストラクターの人員能力が不
足しており簡単に補充できないのが現状である。
CFTDIのインストラクターの素質は様々であり、水産関係の教育機関が当地域にないことも
あり、高学歴のものはいないが、様々な海外の訓練機関に派遣される機会はある。このような
背景からカウンターパートの技術の向上を計ると同時に、訓練コース・セミナー等を計画し実
施する能力も要求されると考えられることから技術のみならずマネジメント能力の向上も必要
である。
本プロジェクトは三分野への専門家を派遣することとなっているが、この三分野を有機的に
結合し、当該地域の水産業を担うべき人材の訓練施設として活用するには、これら以外の協力
分野として、例えば漁船の安全航行、水産資源管理、漁業協同組合、漁業経営等の短期専門家
の協力が必要であると考えられる。特に、三分野の長期専門家の活動を補完し、期待される分
野として漁業訓練部門では曳縄・定置網、漁船機関部門ではディーゼル船外機、水産加工部門
では品質検査法の短期専門家が望まれる。

4-2. 予算

（１） 会計年度は1月から12月となっており、例年11月には国会で審議され決まっているが、
今年は選挙があり大臣も替わり国会での予算の審議が遅れている。予算案の提出は11/29
に行われ、来年1/15ぐらいまでには決まる由である。次官の予算的な権限は、農業省の中
ではトップであり、対大蔵との交渉窓口になっているが、国会審議が続いている現在は、
100%確約できるものではないとの回答であった。

（２） 概算要求額については、次のとおりである。
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96年度追加要請額

4-2-1. 機構改革

1974年設立当初、バルバドスとガイアナの3ヵ国協力とカナダからの支援があった。当初は4
つの部門からなり、単にインストラクターが3ヵ国の漁民に対してトレーニングをする場であ
った。状況の変化もあり、CFTDIの活動は低下していたが、水産局長代理は、CFTDIの改革の
ため2年間留学し、一時止まっていた活動も再開し、改革に向けているところである。改革案
については、次官から大臣にも上がり実現の直前で、選挙があり、政権も大臣も替わり実行で
きなくなっているところである。最近ではCFTDIに対する域国のとらえ方が違ってきており、
14ヵ国がトレーニングに来ることになっており、一部には既にもう来ているなど、3ヵ国から
14ヵ国にネットワークの対象が広がっている。機構改革、人員配置、予算については、政権が
変わっていなかったら、実現していたとト国側は強調していた。

4-3 実施計画

（１） 沿岸漁労技術部門
当該地域における漁業は、大部分は船外機付き無甲板船による沿岸漁業である。漁法は
手釣り、曳縄、刺網、地曳網、篭等であり、日帰りまたは半日程度の操業のようである。
一部４～５日程度操業するマグロ延縄、釣り漁船もあるが、無甲板船の操業する沿岸部の
漁場は、すでに開発し尽くされており、漁獲の減少、魚体の小型化などが見られるため、
従来操業していない深場や、沖合いの未開発漁場の開発、及び最適漁具、漁法の導入など
が必要である。又沿岸から沖合いへの転換、漁業経営の改善の意味から、小型マグロ延縄
漁船のモデル船を導入する計画である。漁業資源の保存、環境保善等を考慮しながら、漁
業技術の導入を図る必要がある。

（２） 漁船機関
現在、主として使われているガソリン船外機主体に、保守管理、修理技術の向上、及び
内燃機の初歩理論などの指導を行う。さらに燃費の安いディーゼル船外機を導入し、これ
の保守管理、修理技術を指導を行う。又、小型マグロ延縄モデル船の導入に伴い、小型デ
ィーゼル機関の理論、保守管理、修理技術も必要になる。同漁船の導入に伴い、油圧漁労
機器の基礎理論、保守点検、修理、冷凍機に関する初歩理論、保守管理、修理などの技術
移転も計画している。

（３） 水産加工、品質管理
国内マーケット向けは、鮮魚の他に若干の冷凍魚があるが、冷凍以前の鮮度、冷凍処理
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方法、包装の不良等で、トビウオのフィレーを除き輸出用としては不適切なものがほとん
どである。鮮魚は、アメリカに向け輸出されており、小売りとも鮮度は良い。これは日帰
り漁船から水揚げしたものを、仲買人が買い付けて市場に出すか、または加工場に搬入し
ているため、水揚げから搬入迄の時間が短いためである。漁船の船上では氷は使用されて
おらず、買い付け業者が氷を詰めたプラスチックコンテナーを運搬車に積んで、数隻の漁
船から買い付け、たまったところで加工場、または市場に持ち込んでいる。鮮度に対する
評価は、輸入先の業者まかせで、これらの判断で売値が決まる。このような状況をふまえ
て、船上における鮮度保持、水揚げから流通段階における鮮度保持、輸出、国内向け加工
場における鮮魚または冷凍魚、加工品の品質管理、輸出先の衛生基準に適合した品質管理
等の技術移転が重要である。品質管理に関し、HACCP（危害分析・重点管理点方式）の導
入も必要であろう。多様な水産加工技術の導入、すなわちすり身、缶詰、魚粉等の多獲性
魚種の加工だけではなく、小規模なものの加工技術の導入も必要となろう。
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付属資料�
討議議事録（Ｒ／Ｄ）�
暫定実施計画（ＴＳＩ）�
農業・土地・海洋資源省次官から団長宛の書簡�
（Ｒ／Ｄ　Ⅳ－４に対するトリニダッド・トバゴ側の解釈について）�
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